
^ 研究開発事業を行う国内関係会社の基本情報（見込み）

{名称：
|住所：
}代表者名：
~事業目的：
�資本金：
�決算月：
‚法人設立登記時期： 年 月 （予定）
ƒ法人設立等の形態：
î 個人企業を法人組織とする法人でない
î 国内企業の買収等により設立される法人でない

_ 当該研究開発事業の我が国での実施状況

国内の子法人等を含め、我が国で当該研究開発事業を行っていない î

` 研究開発事業の新規性、高度性等に関する事項

{新規性及び高度性

~ 従来にない特徴を有する技術又はそれを用いた製品やサービスを開発する事業であるこ
と等を記載すること。

|国内事業者との連携予定

a 計画期間内の各年度における収支計画
（単位：百万円、人）

初年度
（ 年 月～
年 月）

第二年度
（ 年 月～
年 月）

第三年度
（ 年 月～
年 月）

第四年度
（ 年 月～
年 月）

第五年度
（ 年 月～
年 月）

売上

支出

うち研究開
発費

営業利益

~ 研究開発費とは、「研究開発費等に係る会計基準」（平成十年企業会計審議会）における研
究開発費に受託研究に係る費用を加えたものをいう。

法第10条第２項
（出願審査の請求の手数料の軽減）

î希望する î希望しない

c 課税の特例の適用の希望の有無

法第11条第１項
（認定研究開発事業計画に従って行う研究
開発事業に係る所得控除）

î希望する î希望しない

法第11条第２項
（認定研究開発事業者の取締役等が外国法
人から付与された新株予約権の権利行使に
より得る経済的利益に係る特例措置）

î希望する î希望しない

法第11条第２項の課税の特例について「希望する」とした場合、新株予約権を付与する
外国法人の基本情報

{名称：

|国・地域：

}住所：

~代表者名：

�資本金：

�国内関係会社との資本関係：

法第11条第２項の課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、新株予約権被付
与者から情報を収集し、調書を提出することについて同意すること。

î同意する î同意しない

d 国内関係会社が行う研究開発事業以外の事業の有無

î有 î無

b 特例の適用の希望の有無

法第８条

（外国為替及び外国貿易法による届出をし
た場合における期間の短縮）

î希望する î希望しない

法第９条第１項第１号

（中小企業投資育成株式会社法に基づく、
資本金が３億円を超える株式会社を設立す
る際に発行する株式の引受等）

î希望する î希望しない

法第９条第１項第２号

（中小企業投資育成株式会社法に基づく、
資本金が３億円を超える株式会社が資金調
達のために発行する株式、新株予約権等の
引受等）

î希望する î希望しない

法第10条第１項

（特許料の軽減）
î希望する î希望しない
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